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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電装置と、
　直流と交流の両方向に変換可能な駆動装置と、
　前記駆動装置の交流側に接続されるとともに、出力軸が負荷に接続される回転電機と、
　低圧側が前記蓄電装置に接続され高圧側が前記駆動装置の直流側に接続されて、前記蓄
電装置の電圧を昇圧し、該昇圧電圧を、前記駆動装置を通じて前記回転電機に印加する電
圧変換器と、
　前記駆動装置及び前記回転電機を制御する制御装置と、
　を備える車両において、
　前記制御装置は、
　前記回転電機が所定の駆動力または回生電力を発生させるための最も小さな電流値とは
異なる第１の電流値で該回転電機を駆動することで、当該車両で発生する余分な電力を前
記回転電機により消費させながら、前記回転電機の温度又は前記駆動装置の温度が閾値温
度を上回ったとき、前記第１の電流値よりも小さな第２の電流値で前記回転電機を駆動す
るものであり、
　前記第１の電流値は、
　前記電圧変換器によって前記蓄電装置の電圧を昇圧することで、前記回転電機の運転範
囲を強め界磁制御が行われる能力限界まで拡大し、該能力限界まで拡大された前記運転範
囲で前記回転電機に供給される昇圧後最大相電流値とされている
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　ことを特徴とする車両。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両において、
　前記制御装置は、前記回転電機に供給する相電流を、前記第１の電流値から前記第２の
電流値に変更する際には、等トルクライン上で小さくする
　ことを特徴とする車両。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の車両において、
　前記第２の電流値は、
　前記能力限界まで拡大された前記運転範囲での動作中に、前記回転電機の温度又は前記
駆動装置の温度が前記閾値温度を上回ったとき、前記昇圧電圧を低くして前記運転範囲を
縮小し、縮小された前記運転範囲で、前記回転電機に供給される相電流値とされている
　ことを特徴とする車両。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の車両において、
　前記回転電機が所定の前記駆動力または前記回生電力を発生させるための最も小さな前
記電流値は
　相電流のｄ軸電流値が負値の電流値とされ、前記第１及び前記第２の電流値は前記ｄ軸
電流値が正値の電流値とされている
　ことを特徴とする車両。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の車両において、
　前記制御装置は、
　前記車両で発生する余分な電力が、制動用の回生電力である場合であって、
　前記能力限界まで拡大された前記運転範囲での前記回転電機の動作中に、前記回生電力
が前記回転電機で全て消費できない場合には、消費できない分の回生電力による制動力を
、機械ブレーキにより分担させる
　ことを特徴とする車両。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の車両において、
　前記回転電機の温度は、該回転電機を構成する界磁コイルの温度又は前記回転電機を冷
却する冷却媒体の温度であり、前記駆動装置の温度は、該駆動装置を構成する半導体スイ
ッチング素子の温度である
　ことを特徴とする車両。
【請求項７】
　請求項１に記載の車両において、
　前記駆動装置を第１駆動装置とし、
　該第１駆動装置の交流側に接続される前記回転電機を第１回転電機とし、該第１回転電
機の前記出力軸に接続される前記負荷を内燃機関とし、
　さらに、前記負荷とは異なる負荷であって該負荷が車輪とされる第２回転電機と、
　交流側が前記第２回転電機に接続されるとともに、直流側が前記電圧変換器の高圧側に
接続される第２駆動装置と、を備え、
　前記制御装置は、
　前記第２回転電機が発生する回生電力の前記蓄電装置への充電が制約されるとき、前記
第２回転電機が発生する前記回生電力を、前記能力限界まで拡大された前記運転範囲で運
転されている前記第１回転電機で消費させる
　ことを特徴とする車両。
【請求項８】
　請求項７に記載の車両において、
　前記能力限界まで拡大された前記運転範囲で運転されている前記第１回転電機で前記回
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生電力が全て消費できない場合には、消費できない分の回生電力による制動力を、機械ブ
レーキにより分担させる
　ことを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、回転電機（モータ、ジェネレータ、及び／又はモータジェネレータ）を備
える車両に関し、例えば、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車等の電動車
両に適用して好適な回転電機を備える車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、エンジンと、このエンジンにより駆動される発電用発電機と、駆動用
電動機と、電気エネルギの蓄積手段であるバッテリと、を備えるハイブリッド車両が開示
されている（特許文献１の図１）。
【０００３】
　この特許文献１に開示されたハイブリッド車両では、ブレーキペダルの操作量及び車両
速度制御手段からの減速要求指令に基づいて制動装置を制御して車両を減速させる制動制
御に加え、前記駆動用電動機の回生トルクを制動力として付加して回生協調制動を行う。
【０００４】
　特許文献１に開示されたハイブリッド車両では、また、前記駆動用電動機の回生運転時
には、前記駆動用電動機の回生運転によって発生した回生エネルギを電気エネルギとして
前記バッテリに蓄積する。但し、前記バッテリの充電状態により前記駆動用電動機の回生
エネルギを前記バッテリが吸収できないことによって所望の減速度が得られない場合には
、前記発電用電動機をｑ軸電流＝０、ｄ軸電流＜０と制御して、前記バッテリが吸収しき
れない前記駆動用電動機の回生エネルギを前記発電用電動機の熱損失とし、余剰の電気エ
ネルギを吸収することにより所望の減速度を得るように制御するようにすることが開示さ
れている｛特許文献１の［００１９］、図３（ａ）、図３（ｂ）｝。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１３４６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、発電用電動機のｄ軸電流（ｄ軸電流＜０）を制御することで、余分な
電力消費を大きくすることができるが、その分発電用電動機及び該発電用電動機を駆動す
る駆動装置（電力変換装置）での温度が上昇してしまい、例えば非常に長い下り坂を降坂
する場合には、発電用電動機又は駆動装置の温度が制限温度に達してしまう場合がある。
【０００７】
　特許文献１には、発電用電動機の温度が制限温度に達した場合の制御については何も記
載されておらず、改良の余地がある。
【０００８】
　また、特許文献１では、ｄ軸電流＜０となるように制御しているので、電機子磁束が減
磁方向の磁束となり、永久磁石が減磁してしまうという課題がある。さらに、電機子磁束
が減磁方向の磁束となると、ロータのラジアル方向及びロータのスラスト方向の磁気拘束
力が低下するので、発電用電動機のＮＶ（ノイズと振動）特性が悪化する。
【０００９】
　この発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、ＮＶ特性を悪化させること
なく、当該車両で発生する余分な電力を前記回転電機により消費可能とする。その一方、
前記余分な電力を消費中に、前記回転電機の温度又は駆動装置の温度がそれらの閾値温度



(4) JP 6315622 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

を上回った場合には、車両挙動に影響を与えることを抑制しながら、前記回転電機又は前
記駆動装置の過熱を防止することを可能とする車両を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る回転電機を備える車両は、蓄電装置と、直流と交流の両方向に変換可能
な駆動装置と、前記駆動装置の交流側に接続されるとともに、出力軸が負荷に接続される
回転電機と、低圧側が前記蓄電装置に接続され高圧側が前記駆動装置の直流側に接続され
、前記蓄電装置の電圧を昇圧し、該昇圧電圧を、前記駆動装置を通じて前記回転電機に印
加する電圧変換器と、前記駆動装置、前記回転電機及び前記電圧変換器を制御する制御装
置と、を備える車両において、前記制御装置は、前記回転電機が所定の駆動力を発生させ
るための最も小さな電流値とは異なる第１の電流値で該回転電機を駆動することで、余分
な電力を前記回転電機により消費させながら、前記回転電機の温度又は前記駆動装置の温
度が閾値温度を上回ったとき、前記第１の電流値よりも小さな第２の電流値で前記回転電
機を駆動し、前記回転電機が消費する電力を小さくするように構成している。
【００１１】
　この発明によれば、車両内で余分な電力（余剰電力）が発生したとき、回転電機の温度
及び駆動装置の温度が閾値以下の温度で高くない状況下では、非効率領域（回転電機が所
定の駆動力を発生させるための最も小さな電流値とは異なる電流値となる領域）下で前記
回転電機の運転範囲を拡大することで、当該車両で発生する余分な電力を前記回転電機に
より消費可能とする。その一方、前記余分な電力を前記回転電機で消費中に、前記回転電
機の温度又は前記駆動装置の温度がそれらの閾値温度を上回った場合には、前記回転電機
が消費する電力を減らすことで、前記回転電機又は前記駆動装置の過熱を防止することが
できる。
【００１２】
　この場合において、前記制御装置は、回転電機に供給する相電流を、前記第１の電流値
から前記第２の電流値に変更する際には、等トルクライン上で相電流を小さくするように
してもよい。前記等トルクライン上で相電流を小さくするようにしたので、回転電機の軸
端トルク（出力軸に生じるトルク）を一定に保持しながら、回転電機での消費電力を可変
することができる。
【００１３】
　また、前記制御装置は、前記電圧変換器によって前記蓄電装置の電圧を昇圧することで
、前記回転電機の運転範囲を拡大し、拡大された前記運転範囲で、前記回転電機に供給す
る電流が前記第１の電流値となるように前記回転電機を駆動するとともに、前記回転電機
の温度又は前記駆動装置の温度が閾値温度を上回ったとき、前記昇圧電圧を低くして前記
運転範囲を縮小し、縮小された前記運転範囲で、前記回転電機に供給する電流が前記第１
の電流値となるように前記回転電機を駆動するようにしてもよい。
　昇圧電圧を制御することによって、運転範囲の拡大・縮小を制御することができるため
、回転電機の温度又は駆動装置の温度が閾値温度を上回ったときには、昇圧電圧を低下さ
せることで、回転電機に供給する相電流を小さくすることができる（すなわち、電流が小
さくなるように運転点を移行させることができる）ため、運転点を移行させる際の制御の
複雑化を抑制することができる。
【００１４】
　なお、前記制御装置は、前記車両で発生する余分な電力が制動用の回生電力である場合
であって、該回生電力が前記回転電機で全て消費できない場合には、消費できない分の回
生電力による制動力を、機械ブレーキにより分担させることが好ましい。このようにすれ
ば、自車両が発生する余分な電力が制動用の回生電力である場合に、回生電力による制動
力を前記回転電機の力行による電力消費で担保し、それでも足りない分を機械ブレーキで
補うようにしているので、制動力が確保される。また、前記回転電機を等トルクライン上
で制御しているので、車両挙動への影響が抑制される。
【００１５】
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　また、前記回転電機の温度は、該回転電機を構成する界磁コイルの温度又は前記回転電
機を冷却する冷却媒体の温度であり、前記駆動装置の温度は、該駆動装置を構成する半導
体スイッチング素子の温度であるとしてもよい。回転電機の温度又は駆動装置の温度を簡
易且つ正確に反映することができる。
【００１６】
　より具体的に、前記回転電機の運転範囲の拡大は、強め界磁制御による動作により行う
ようにする。ｄ軸電流が正値となる強め界磁制御（非効率制御）なので、回転電機の温度
上昇に伴う永久磁石の減磁を防止することができる。強め界磁制御（非効率制御）である
ので磁石が高温となっても、磁石に反磁界を与えることがなく、着磁する方向の磁界を与
えるため、磁石減磁の耐性が向上する。また、強め界磁制御では、ロータの磁石と電機子
のコイルとの間の磁気による吸引力が高まるのでロータの回転方向及び軸方向の両方向の
移動を抑制することができ、回転電機のＮＶ特性、ひいては車両のＮＶ特性が向上する。
【００１７】
　この発明は、前記駆動装置を第１駆動装置とし、前記負荷を内燃機関とし、前記回転電
機を第１回転電機とし、さらに、負荷が車輪とされる第２回転電機と、交流側が前記第２
回転電機に接続されるとともに、直流側が前記電圧変換器の高圧側に接続される第２駆動
装置と、を備え、前記車両で発生される余分な電力が、前記第２回転電機が発生する回生
電力の一部又は全部とされた車両に適用して好ましい。
【００１８】
　すなわち、この発明は、ハイブリッド車両に好適に適用することができる。この発明に
よれば、機械ブレーキの介入を最小限に抑制することができ、機械ブレーキの摩擦材を長
期間使用できるようになる。使用期間が通常と同じでよいならば、機械ブレーキの摩擦材
を小さくすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、車両内で余分な電力（余剰電力）が発生したとき、回転電機の温度
及び駆動装置の温度が閾値以下の温度で高くない状況下では、非効率領域下で前記回転電
機の運転範囲を拡大する。これにより、当該車両で発生する余分な電力を前記回転電機に
より消費できる。
【００２０】
　この場合、ロータ側の磁石とステータ側の電機子との磁気吸引力が増加するので、ロー
タの軸の軸方向への移動が抑制され、ＮＶ特性をその分向上できる。
【００２１】
　その一方、前記余分な電力を前記回転電機で消費中に、前記回転電機の温度又は前記駆
動装置の温度がそれらの閾値温度を上回った場合には、非効率領域下で前記昇圧電圧を小
さくして前記回転電機の運転範囲を縮小し、前記回転電機が消費する電力を減らすことで
、前記回転電機又は前記駆動装置の過熱を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この実施形態に係る車両の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１例の車両の理解の便宜のために一部省略した車両の概略構成を示すブロック
図である。
【図３】図１及び図２中、ＶＣＵ部分、及び第１及び第２インバータ部分の構成例を示す
概略電気回路図である。
【図４】実施形態に係る車両における基本的な非効率制御の説明図である。
【図５】従来効率制御と非効率制御を説明するＩｄ－Ｉｑ平面図である。
【図６】この実施形態に係る車両の非効率制御の具体例の動作説明に供されるフローチャ
ートである。
【図７】バッテリ受け入れ電力を示す特性図である。
【図８】図６のフローチャート中、ステップＳ７の処理の詳細を示すフローチャートであ
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る。
【図９】要求相電流と昇圧後最大相電流が等しい場合の電圧制限楕円の拡大の説明に供さ
れるＩｄ－Ｉｑ平面図である。
【図１０】要求相電流が昇圧後最大相電流より大きい場合の電圧制限楕円の拡大の説明に
供されるＩｄ－Ｉｑ平面図である。
【図１１】図８のフローチャート中、ステップＳ１７の処理の詳細を示すフローチャート
である。
【図１２】図１１のフローチャート中、ステップＳ１８の処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図１３】全体動作の説明に供されるＩｄ－Ｉｑ平面図である。
【図１４】実施形態の作用説明図である。
【図１５】変形例の車両（電気自動車）の概略構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、この発明に係る車両について好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細
に説明する。
【００２４】
［構成］
　図１は、この実施形態に係る車両（自車両ともいう。）１０の概略構成を示すブロック
図である。
【００２５】
　車両１０は、基本的には、エンジンＥＮＧと、駆動システム１１と、高圧バッテリＢＡ
Ｔｈと、低圧バッテリＢＡＴｌと、電圧変換器としてのＶＣＵ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌ　Ｕｎｉｔ）１２と、第１インバータＩＮＶ１と、第２インバータＩＮＶ２と
、電動サーボブレーキＥＳＢ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｅｒｖｏ　Ｂｒａｋｅ）と、制
御装置１４と、を備える。
【００２６】
　駆動システム１１は、それぞれベクトル制御される３相の埋込磁石構造の永久磁石同期
モータ（回転電機）である第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭ
Ｇ２と、エンジンＥＮＧと、駆動力伝達状態切替部１５と、減速機Ｄと、を備える。
【００２７】
　駆動力伝達状態切替部１５は、エンジンＥＮＧと減速機Ｄとを直結させるクラッチ（不
図示）と、前記クラッチと減速機Ｄとの間に介装される変速機又は固定ギヤ段と、を備え
る。
【００２８】
　図１中、太い実線は機械連結を示し、二重実線は電力配線を示し、細い実線は制御線（
信号線を含む。）を示す。
【００２９】
　この車両１０において、駆動力伝達状態切替部１５と、該駆動力伝達状態切替部１５か
ら両側に延びる機械連結は、エンジンＥＮＧを動力源として駆動力伝達状態切替部１５を
介し減速機Ｄを通じて車輪（駆動輪）Ｗを駆動するときのみ使用される。なお、加速時に
は、エンジンＥＮＧと第２モータジェネレータＭＧ２を利用するようにすることもできる
。
【００３０】
　なお、この発明は、駆動力伝達状態切替部１５によって、エンジンＥＮＧの動力が車輪
（駆動輪）Ｗ側とは切離されるとともに、第２モータジェネレータＭＧ２が車輪（駆動輪
）Ｗを駆動する状態で、主として適用される。
【００３１】
　そこで、図２に示すように、煩雑さの回避及び理解の便宜のために、以下、駆動力伝達
状態切替部１５を描いていない車両１０の概略構成を示すブロック図に基づいて構成及び
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動作を説明する。
【００３２】
　エンジンＥＮＧは、第１モータジェネレータＭＧ１を発電機として駆動する。この場合
、第１モータジェネレータＭＧ１は、エンジンＥＮＧの回転動力により駆動され電力を発
生する。
【００３３】
　また、エンジンＥＮＧは、車両１０の制動時に電動機として動作する第１モータジェネ
レータＭＧ１により駆動され空回り状態でクランク軸が回転する機械的負荷としても機能
する場合がある。
【００３４】
　車両１０の駆動用の第２モータジェネレータＭＧ２は、高圧バッテリＢＡＴｈ及び第１
モータジェネレータＭＧ１の少なくとも一方からの電力供給によって電動機として動作（
力行）し、車両１０が走行するためのトルクを発生する。第２モータジェネレータＭＧ２
で発生したトルクは、減速機Ｄを介して車輪Ｗに駆動力として伝達される。また、第２モ
ータジェネレータＭＧ２は、車両１０の制動時には発電機として動作する。
【００３５】
　高圧バッテリＢＡＴｈは、直列に接続された複数の蓄電セルを有し、例えば、１００－
３００［Ｖ］の高電圧を供給する。前記蓄電セルは、例えば、リチウムイオン電池やニッ
ケル水素電池のセルである。高圧バッテリＢＡＴｈは、キャパシタとしてもよい。
【００３６】
　コンバータＣＯＮＶは、高圧バッテリＢＡＴｈの直流出力電圧を直流のまま降圧するＤ
Ｃ／ＤＣコンバータである。低圧バッテリＢＡＴｌは、コンバータＣＯＮＶによって降圧
された電圧を蓄電し、例えば１２［Ｖ］の定電圧を補機１６に含まれるライト等の電装品
１８に供給するとともに、制御装置１４等の直流電源とされる。
【００３７】
　ＶＣＵ１２は、高圧バッテリＢＡＴｈの出力電圧であるＶ１電圧を、第２モータジェネ
レータＭＧ２が電動機として動作する際の第２モータジェネレータＭＧ２用の入力電圧で
あるＶ２電圧に昇圧する。
【００３８】
　また、ＶＣＵ１２は、車両１０の制動時に第２モータジェネレータＭＧ２が発電機とし
て動作する際の第２モータジェネレータＭＧ２の出力電圧であるＶ２電圧を降圧し、Ｖ１
電圧にする。
【００３９】
　さらに、ＶＣＵ１２は、車両１０の制動時に第２モータジェネレータＭＧ２が発電機と
して動作し、その発電電力により第１インバータＩＮＶ１を通じて第１モータジェネレー
タＭＧ１を駆動する際のＶ２電圧の昇降圧を行う。
【００４０】
　さらに、ＶＣＵ１２は、エンジンＥＮＧの駆動によって第１モータジェネレータＭＧ１
が発電し直流に変換されたＶ２電圧を降圧し、Ｖ１電圧にする。
【００４１】
　つまり、ＶＣＵ１２は、高圧バッテリＢａｔｈと第１モータジェネレータＭＧ１、及び
第２モータジェネレータＭＧ２との間での昇降圧コンバータ（双方向電圧変換器）として
機能する。
【００４２】
　ＶＣＵ１２によって降圧されたＶ１電圧での電力は、補機１６に含まれる電動エアコン
プレッサ２０の駆動用電力及び／又は高圧バッテリＢＡＴｈの充電用電力として供給され
る。
【００４３】
　図３は、高圧バッテリＢＡＴｈ、ＶＣＵ１２、第１インバータＩＮＶ１、第２インバー
タＩＮＶ２、第１モータジェネレータＭＧ１及び第２モータジェネレータＭＧ２の接続関
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係を示す概略電気回路図である。
【００４４】
　図３に示すように、ＶＣＵ１２は、平滑コンデンサ、インダクタ及び上下アームの２つ
のスイッチング素子を備える。ＶＣＵ１２は、高圧バッテリＢＡＴｈが出力するＶ１電圧
を入力電圧として上下アームの２つのスイッチング素子をオンオフ切り替え動作すること
によって出力側のＶ２電圧をＶ１電圧よりも高い電圧に昇圧する。また、第１インバータ
ＩＮＶ１又は第２インバータＩＮＶ２が出力するＶ２電圧を入力電圧として上下アームの
２つのスイッチング素子をオンオフ切り替え動作することによって出力側のＶ１電圧をＶ
２電圧よりも低い電圧に降圧する。
【００４５】
　なお、ＶＣＵ１２の２つのスイッチング素子がオンオフ切り替え動作しないで、上側ス
イッチング素子がオン状態、下側スイッチング素子がオフ状態とされたときのＶ２電圧は
Ｖ１電圧に等しい。
【００４６】
　さらに、図３において、第１インバータＩＮＶ１は、エンジンＥＮＧの駆動によって第
１モータジェネレータＭＧ１が発電した交流電圧を直流電圧であるＶ２電圧に変換する。
また、第１インバータＩＮＶ１は、車両１０の制動時に第２モータジェネレータＭＧ２で
発電され第２インバータＩＮＶ２によって変換されたＶ２電圧を交流電圧に変換し３相電
流を第１モータジェネレータＭＧ１に供給する場合もある。第２インバータＩＮＶ２は、
Ｖ２電圧を交流電圧に変換して３相電流を第２モータジェネレータＭＧ２に供給する（力
行）。さらに、第２インバータＩＮＶ２は、車両１０の制動時に第２モータジェネレータ
ＭＧ２が発電した交流電圧をＶ２電圧に変換する（回生）。
【００４７】
　図１及び図２に示した電動サーボブレーキＥＳＢは、車両１０の運転者によるブレーキ
ペダル３０の操作量である踏込量Ｂｐに応じて図示しない電動機によって制御される油圧
システムによって車両１０を制動する。
【００４８】
　制御装置１４は、第１インバータＩＮＶ１、第１モータジェネレータＭＧ１、第２イン
バータＩＮＶ２、及び第２モータジェネレータＭＧ２、及びＶＣＵ１２を含むベクトル制
御を行う他、エンジンＥＮＧ、電動サーボブレーキＥＳＢ及び補機１６の制御を行う。
【００４９】
　制御装置１４による制御の詳細については後述するが、制御装置１４は、センサの出力
として、ブレーキペダル３０の操作量を表す踏込量センサからのブレーキ踏込量Ｂｐの他
、アクセルペダル３２の操作量を表すアクセル開度センサからのアクセル開度Ａｐ、車速
センサ３４からの車速Ｖｓ、加速度センサ５８からの加速度ａを取り込む。
【００５０】
　また、制御装置１４は、センサの出力として、ＳＯＣ（Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇ
ｅ）センサ３５からの高圧バッテリＢＡＴｈの残容量ＳＯＣ、スイッチング素子近傍に取
り付けられた温度センサ３６からの第１インバータＩＮＶ１の温度Ｔｉ１、スイッチング
素子近傍に取り付けられた温度センサ３７からの第２インバータＩＮＶ２の温度Ｔｉ２、
ステータのコイル近傍に取り付けられた温度センサ３８からの第１モータジェネレータＭ
Ｇ１の温度Ｔｃｏｉｌ、ステータのコイル近傍に取り付けられた温度センサ３９からの第
２モータジェネレータＭＧ２の温度Ｔｃｏｉ２、駆動システム１１内を循環する冷却用オ
イル（冷却媒体）の流路に取り付けられた温度センサ４０からの冷却媒体の温度Ｔａｔｆ
を取り込む。なお、冷却用オイルは、第１及び第２モータジェネレータＭＧ１、ＭＧ２を
含んで駆動システム１１内を冷却する。
【００５１】
　さらに、制御装置１４は、センサの出力として、第１及び第２モータジェネレータＭＧ
１、ＭＧ２のレゾルバ等のセンサ（不図示）からの回転数・電流・回転角度位置等を取り
込む。また、制御装置１４は、シフトレバー４２の位置を表すシフト位置センサからのシ
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フト位置Ｐｓ（例えば、ドライブＤ位置、ドライブＢ位置等）を取り込む。
【００５２】
［基本的な非効率制御の説明］
　ここで、基本的には以上のように構成される車両１０の第１モータジェネレータＭＧ１
に係わる非効率制御（後述するように、主に正のｄ軸電流Ｉｄをモータジェネレータに印
加する制御であって、強め界磁制御ともいう。）の基本的な動作について図４を参照して
説明する。
【００５３】
　例えば、車両１０の降坂走行時に、アクセルペダル３２が開放されると、第２モータジ
ェネレータＭＧ２は力行状態から回生状態に切り替えられる。この場合、第２モータジェ
ネレータＭＧ２は発電機として作動し車両１０に制動力（回生制動）を与え、且つ回生電
力を発生する。この回生電力は、第２モータジェネレータＭＧ２から第２インバータＩＮ
Ｖ２、及びＶＣＵ１２を通じて、充電制約のない場合、高圧バッテリＢＡＴｈに充電され
、車両１０には、回生ブレーキとしての制動力がかかる。
【００５４】
　しかし、高圧バッテリＢＡＴｈが満充電状態等である充電制約がある場合等には、該高
圧バッテリＢＡＴｈへの回生電力の受け入れが制限される。
【００５５】
　そこで、この実施形態では、第２モータジェネレータＭＧ２の回生電力の高圧バッテリ
ＢＡＴへの受け入れ（充電）が制限される場合、換言すれば、車両１０で余分な電力が発
生した場合には、Ｖ２電圧により第１インバータＩＮＶ１を介して第１モータジェネレー
タＭＧ１を電動機として駆動し、負荷としてのエンジンＥＮＧを空回りさせる（エンジン
ＥＮＧは、逆駆動されるという。）。つまり、第１モータジェネレータＭＧ１を通じてエ
ンジンＥＮＧを空回りさせるエネルギとして第２モータジェネレータＭＧ２の回生電力が
利用される。
【００５６】
　図４は、車両１０の制動時に、第２モータジェネレータＭＧ２が発生した回生電力によ
って第１モータジェネレータＭＧ１を電動機として駆動しエンジンＥＮＧが空回りされる
場合のエネルギの流れを示す説明図である。
【００５７】
　図４に示すように、第１モータジェネレータＭＧ１を力行運転してエンジンＥＮＧを逆
駆動する際、第１モータジェネレータＭＧ１に印加するＶ２電圧をＶＣＵ１２がＶ１電圧
を昇圧して得、第１モータジェネレータＭＧ１のｄ軸電流Ｉｄが概ね正の値（Ｉｄ＞０）
に大きくなるように強め界磁制御を行うことによって、第１モータジェネレータＭＧ１を
非効率な動作点で駆動する。
【００５８】
　なお、通常の界磁制御（図５中、従来効率制御・代表的制御）では、トルクの発生に寄
与しないｄ軸電流Ｉｄを負の値（Ｉｄ＜０）とし、電流に対して発生トルクが最大となる
ようにベクトル制御する最大トルク／電流（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｏｒｑｕｅ　Ｐｅｒ　Ａ
ｍｐｅｒｅ、ＭＴＰＡ）制御としているが、この実施形態では、この最小の電流とは異な
る電流値となるように昇圧して第１モータジェネレータＭＧ１を、ｄ軸電流Ｉｄが概ね正
値｛より正確には、図５中、動作点Ｐ０でのｄ軸電流Ｉｄ０を上回る電流値、Ｉｄ０＜Ｉ
ｄ（Ｉｄは、負値も正値もとる。）｝となるように駆動している。
【００５９】
　この場合、第１モータジェネレータＭＧ１に印加するＶ２電圧を昇圧することによって
、第１モータジェネレータＭＧ１の運転可能範囲は拡大する。また、強め界磁制御が行わ
れた第１モータジェネレータＭＧ１では、出力効率が低下して、主に固定子（電機子）コ
イルの銅損による発熱量が増加する。この発熱量によって、第２モータジェネレータＭＧ
２の回生電力の余剰分（余分な電力）を消費する。
【００６０】
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　なお、以下の説明では、力行運転｛第１モータジェネレータＭＧ１の回転方向にトルク
（駆動トルク・力行トルク）を発生｝する又は回生運転｛第１モータジェネレータＭＧ１
の回転方向の反対方向にトルク（制動トルク・回生トルク）を発生｝する第１モータジェ
ネレータＭＧ１に印加するＶ２電圧の昇圧と第１モータジェネレータＭＧ１の強め界磁制
御をまとめて「非効率制御」という。
【００６１】
　次に、非効率制御を行う場合のｄｑ軸座標（Ｉｄ－Ｉｑ平面ともいう。）上の第１モー
タジェネレータＭＧ１を代表とするモータジェネレータの動作点及び該モータジェネレー
タに印加される電圧について図５のＩｄ－Ｉｑ平面図をも参照して説明する。
【００６２】
　モータジェネレータの動作点の範囲は、このモータジェネレータに供給可能な最大相電
流Ｉａとモータジェネレータに印加されるＶ２電圧（インバータの直流端電圧）によって
制約される。
【００６３】
　モータジェネレータの電流（Ｉｄ，Ｉｑ）の振幅は、最大相電流Ｉａによって制約され
るため、次の（１）式（電流制限円）を満たす必要がある。
　Ｉｄ2＋Ｉｑ2≦Ｉａ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
【００６４】
　但し、Ｉｄ：ｄ軸電流、Ｉｑ：ｑ軸電流、Ｉａ：最大相電流。なお、Ｉａは、電流ベク
トルＩｄと電流ベクトルＩｑとをベクトル合成した電流であるので電流ベクトルＩａとも
いう。
【００６５】
　また、モータジェネレータの誘起電圧（Ｖｄ，Ｖｑ）は、次の（２）式で表される。な
お、通常（２）式は、マトリクス形式で表される。
　Ｖｄ＝０×Ｉｄ＋（－ωＬｑ）×Ｉｑ＋０
　Ｖｑ＝（ωＬｄ）×Ｉｄ＋０×Ｉｑ＋ωψａ　　　　　　　　　　　…（２）
【００６６】
　但し、ω：モータジェネレータの角速度、Ｌｑ：ｑ軸インダクタンス、Ｌｄ：ｄ軸イン
ダクタンス、ψａ：鎖交磁束（磁石磁束）。
【００６７】
　（２）式より、ｄｑ誘起電圧（ｄ軸電機子に生じる誘起電圧Ｖｄとｑ軸電機子に生じる
誘起電圧Ｖｑのベクトル和の大きさ）Ｖｏは、次の（３）式で表される。
　Ｖｏ＝（Ｖｄ2＋Ｖｑ2）1/2

　　　＝ω｛（ＬｄＩｄ＋ψａ）2＋（ＬｑＩｑ）2｝1/2　　　　　　…（３）
【００６８】
　ここで、図２に示したＶ２電圧の制限電圧をＶｏｍとする。制限電圧Ｖｏｍは、Ｖ２電
圧によって決まり、関係式は、ＶＣＵ１２のスイッチング制御の変調方式によって決まる
定数をｋとして、次の（４）式で表される。
　Ｖｏｍ＝ｋＶ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
【００６９】
　次の（５）式に示すように、ｄｑ誘起電圧Ｖｏは、制限電圧Ｖｏｍ以下になっている必
要がある。
　Ｖｏ≦Ｖｏｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（５）
【００７０】
　すなわち、（３）式と（５）式とにより、モータジェネレータの動作点の範囲には電圧
による制約があるため、次の（６）式（電圧制限楕円）を満たす必要がある。
　（ＬｄＩｄ＋ψａ）2＋（ＬｑＩｑ）2≦（Ｖｏｍ／ω）2　　　　　…（６）
【００７１】
　上述したように、モータジェネレータの動作の電流による制約は（１）式で表される。
【００７２】
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　図５は、Ｉｄ－Ｉｑ平面（ｄｑ座標）を示している。この場合、（１）式は、図５に示
すｄｑ座標上の電流制限円（Ｉａ2＝Ｉｄ2＋Ｉｑ2）の内部領域によって表される。
【００７３】
　また、モータジェネレータの動作の電圧による制約は（６）式で表され、（６）式は、
図５に示すｄｑ座標上の電圧制限楕円｛（ＬｄＩｄ＋ψａ）2＋（ＬｑＩｑ）2＝（Ｖｏｍ
／ω）2｝の内部領域によって表される。モータジェネレータに供給可能な電流の範囲は
、（１）式及び（６）式を満たす範囲であり、この範囲は図５にハッチングした範囲で示
される。
　一方、モータジェネレータのトルクＴは、次の（７）式で表される。
　Ｔ＝Ｐｎ｛ψａＩｑ＋（Ｌｄ－Ｌｑ）ＩｄＩｑ｝　　　　　　　　　…（７）
【００７４】
　但し、Ｐｎ：モータジェネレータの極対数。右辺第１項は永久磁石によるトルク、右辺
第２項はリラクタンストルクである。
【００７５】
　この（７）式をＩｑについて解いた等トルクライン（等トルク曲線、定トルクライン、
又は定トルク曲線ともいう。）を表す式は、次の（８）式で表される。
　Ｉｑ＝Ｔ／［Ｐｎ｛ψａＩｑ＋（Ｌｄ－Ｌｑ）Ｉｄ｝］　　　　　　…（８）
【００７６】
　この（８）式は、Ｉｄ＝ψａ／（Ｌｑ－Ｌｄ）、Ｉｑ＝０を漸近線とする双曲線（図５
中の等トルクラインＴの力行側と回生側の曲線）を表す。
【００７７】
　ところで、非効率制御を行わないモータジェネレータの動作点の制御では、例えば、電
流に対するトルクが最大となる最大トルク／電流制御（動作点における定トルク曲線の接
線と電流ベクトルが直交する制御）や、銅損だけでなく鉄損等を考慮した損失が最小とな
る最大効率制御（動作点は最大トルク制御よりも進み位相、すなわちｄ軸電流Ｉｄを負の
方向へ移動させることが多い。）が行われる。
【００７８】
　図５に示す例では、動作点（交点ともいう。）Ｐ０等、代表的な従来効率制御｛最大ト
ルク／電流（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔｏｒｑｕｅ　Ｐｅｒ　Ａｍｐｅｒｅ、ＭＴＰＡ）制御｝
の曲線（動作点）上でモータジェネレータを駆動する。
【００７９】
　これに対し、この実施形態に行う非効率制御では、その図５に示すように、モータジェ
ネレータのｄ軸電流Ｉｄが、例えば動作点（交点）Ｐ４の値のように正の値に大きくなる
ように強め界磁制御を行う。この強め界磁制御を行うために、モータジェネレータに印加
するＶ２電圧を上げる必要がある。モータジェネレータに印加するＶ２電圧を上げること
によってモータジェネレータの電流Ｉａ（Ｉｄ，Ｉｑ）の振幅が増大し、モータジェネレ
ータの動作点を移動させることができる。モータジェネレータの負荷であるエンジンＥＮ
Ｇの逆駆動に要するトルクは、エンジン回転数や温度等に伴って変化するオイル粘度等に
応じたフリクションによって決まるが、定性的には、当該トルクが小さいときは定トルク
曲線が漸近線に近づくため、ｄ軸電流Ｉｄを正の方向に移動させ易い。
【００８０】
　また、Ｖ２電圧の制限電圧Ｖｏｍが大きく、モータジェネレータの角速度ωが小さいと
きには、（６）式の定電圧楕円の面積が大きくなるため、モータジェネレータの電流Ｉａ
（Ｉｄ，Ｉｑ）の振幅を増大させ易い。
【００８１】
　このため、Ｖ２電圧の制限電圧Ｖｏｍ及びモータジェネレータの角速度ωを適切に制御
すれば、モータジェネレータの非効率制御を効率的に行うことができることが分かる。
【００８２】
　図５において、モータジェネレータの力行側での非効率制御（Ｉｄ＞Ｉｄ０、Ｉｑ＞０
）下でのＶ２電圧の昇圧前最大相電流Ｉｍａｘは、電圧制限楕円と等トルクラインとの交
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点（動作点）Ｐ１で制限される。
【００８３】
　なお、モータジェネレータの回生側での非効率制御（Ｉｄ＞Ｉｄ０、Ｉｑ＜０）におけ
るＶ２電圧の昇圧前最大相電流Ｉｍａｘは、電圧制限楕円と等トルクラインとの交点Ｐ１
´で制限される。
【００８４】
［非効率制御の詳細な動作説明］
　次に車両１０における要求回生電力Ｐｒｅｇが高圧バッテリＢＡＴｈの受け入れ可能電
力より大きい場合における非効率制御（非効率運転）の具体例について図６のフローチャ
ートを参照して詳細に説明する。
【００８５】
　ステップＳ１にて、制御装置１４は、第２モータジェネレータＭＧ２の要求回生電力Ｐ
ｒｅｇを算出する。要求回生電力Ｐｒｅｇは、公知のように、道路の勾配（勾配検知セン
サ又は推定可能）、シフトレバー４２のシフト位置Ｐｓ（例えば、ドライブＤ位置、ドラ
イブＢ位置等）、アクセルペダル３２の開度Ａｐ（ここでは、開度Ａｐ＝０（アクセルペ
ダル３２ｇ開放状態））、車速センサ３４の車速Ｖｓ、及びブレーキペダル３０の踏込量
Ｂｐに基づき、目標減速Ｇが算出され、この目標減速Ｇに基づき要求回生電力Ｐｒｅｇが
算出される。
【００８６】
　ここでは、車速Ｖｓが概ね一定になるように、降坂勾配に応じて要求回生電力Ｐｒｅｇ
が算出されるものとする。
【００８７】
　次いで、ステップＳ２にて、高圧バッテリＢＡＴｈの受け入れ可能電力（バッテリ受け
入れ可能電力）Ｐｂａｔｉｎを算出する。
【００８８】
　図７の特性（マップ）に示すように、バッテリ受け入れ可能電力Ｐｂａｔｉｎは、ＳＯ
Ｃセンサ３５により検出される残容量ＳＯＣが１００［％］であれば、Ｐｂａｔｉｎ＝０
［ｋＷ］である。
【００８９】
　残容量ＳＯＣが１００［％］未満であれば、残容量ＳＯＣと、バッテリ温度Ｔｂａｔ（
例えば、図示するように、－３０［℃］程度から＋５０［℃］程度）とを入力値とした特
性（マップ）を参照して取得する。この特性は、予め作成され、同一の残容量ＳＯＣにお
いて、バッテリ温度Ｔｂａｔが高い程、バッテリ受け入れ可能電力Ｐｂａｔｉｎが大きく
なる特性になっている。同様に、例えば、同一のバッテリ温度Ｔｂａｔにおいて、残容量
ＳＯＣが低い程、バッテリ受け入れ可能電力Ｐｂａｔｉｎが大きくなる特性になっている
。
【００９０】
　次に、ステップＳ３にて、補機消費電力Ｐａｕｘを算出する。補機消費電力Ｐａｕｘは
、電動エアコンプレッサ２０の消費電力と、コンバータＣＯＮＶの消費電力と、電装品１
８の消費電力との和により算出される。
【００９１】
　次いで、ステップＳ４にて、非効率運転の実施が必要か否かを判断する。この場合、要
求回生電力Ｐｒｅｇが、バッテリ受け入れ可能電力Ｐｂａｔｉｎと補機消費電力Ｐａｕｘ
とにより消費可能であれば（Ｐｒｅｇ≦Ｐｂａｔｉｎ＋Ｐａｕｘ）、非効率運転を行わな
くても車両１０で消費（充電を含む。）できるので、非効率運転フラグＦｉをリセットに
する（Ｆｉ←０）。その一方、要求回生電力Ｐｒｅｇが、受け入れ可能電力Ｐｂａｔｉｎ
と補機消費電力Ｐａｕｘとの合成消費電力より大きい（Ｐｒｅｇ＞Ｐｂａｔｉｎ＋Ｐａｕ
ｘ）場合には、非効率運転を行う必要があると判断し、非効率運転フラグＦｉをセットに
する（Ｆｉ←１）。
【００９２】
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　次に、ステップＳ５にて、非効率運転フラグＦｉがセットされている（Ｆｉ＝１）か、
否（Ｆｉ＝０）かを判断する。
【００９３】
　非効率運転フラグＦｉがセットされていない（Ｆｉ＝０）場合（ステップＳ５：ＮＯ）
には、第２モータジェネレータＭＧ２の要求回生電力Ｐｒｅｇを第１モータジェネレータ
ＭＧ１（ここでは、単に電動機ともいう。）の非効率領域で消費する必要はない。そのた
め、ステップＳ６にて、電動機非効率領域消費電力Ｐｉｎｅをゼロ（Ｐｉｎｅ←０）とし
て、ステップＳ１に戻る。
【００９４】
　非効率運転フラグＦｉがセットされている（Ｆｉ＝１）場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）
には、ステップＳ７にて、電動機非効率領域消費電力Ｐｉｎｅを算出するとともに、電動
サーボブレーキ分担電力Ｐｅｓｖを算出する。
【００９５】
　図８は、ステップＳ７の詳細フローチャートである。
【００９６】
　ステップＳ７ａにて、要求回生電力Ｐｒｅｇから算出した必要相電流値を要求相電流Ｉ
ｒｅｑとする。
【００９７】
　図５に示すように、要求相電流Ｉｒｅｑは、昇圧前最大相電流Ｉｍａｘ（＝Ｉａ）より
大きいので、ステップＳ７ｂにて、要求相電流Ｉｒｅｑを確保できるように、ＶＣＵ１２
にてＶ２電圧に係る制限電圧Ｖｏｍを制限電圧Ｖ´ｏｍへ昇圧し、電圧制限楕円を次の（
６´）式に示すように拡大する。
　（ＬｄＩｄ＋ψａ）2＋（ＬｑＩｑ）2≦（Ｖ´ｏｍ／ω）2　　　…（６´）
【００９８】
　次いで、ステップＳ７ｃにて、昇圧後電動機非効率領域での限界消費電力を電動機非効
率領域消費電力Ｐｉｎｅとする。
【００９９】
　次に、ステップＳ７ｄにて、要求相電流Ｉｒｅｑと電流制限円の昇圧後相電流（電流制
限円相電流ともいう。）Ｉ´ｍａｘとの大きさ（絶対値）を比較し、｜Ｉｒｅｑ｜＞｜Ｉ
´ｍａｘ｜であるか否かを判断する。
【０１００】
　要求相電流Ｉｒｅｑの大きさが電流制限円相電流Ｉ´ｍａｘの大きさよりも小さい（ス
テップＳ７ｄ：ＮＯ）場合（等しい場合までを含む）には、電動サーボブレーキＥＳＢで
の分担電力は不要であるので、ステップＳ７ｅにて、電動サーボブレーキ分担電力１←０
に設定する。
【０１０１】
　この場合、図９に示すように、（６）式で示される電圧制限楕円を、要求相電流Ｉｒｅ
ｑ＝Ｉ´ｍａｘが確保できるようＶＣＵ１２を昇圧（制限電圧Ｖｏｍが制限電圧Ｖ´ｏｍ
となるようにＶ２電圧を昇圧）することで、（６´）式で示されるＶＣＵ昇圧後電圧制限
楕円に拡大する。
【０１０２】
　このとき、要求回生電力Ｐｒｅｇを第１モータジェネレータＭＧ１の非効率制御により
熱として消費できるよう、昇圧前最大相電流Ｉｍａｘの交点Ｐ１を等トルクライン上で昇
圧後最大相電流Ｉ´ｍａｘの交点Ｐ２（＝Ｐ４）まで、さらなる強め界磁方向（正のｄ軸
電流の値をさらに大きくする方向）に変更する。
【０１０３】
　その一方、ステップＳ７ｄの判断にて、要求相電流Ｉｒｅｑの大きさが電流制限円相電
流Ｉ´ｍａｘの大きさよりも大きい（ステップＳ７ｄ：ＹＥＳ）場合には、電動サーボブ
レーキＥＳＢでの分担電力が必要となる。そのため、ステップＳ７ｆにて、電動サーボブ
レーキ分担電力１を、Ｒａ（Ｉｒｅｑ2－Ｉ´ｍａｘ2）に設定する。
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【０１０４】
　この場合、図１０に示すように、（６´）式で示されるＶＣＵ昇圧後電圧制限楕円が、
ＶＣＵ１２の能力限界である電流制限円と交差する範囲まで拡大される。このとき、要求
回生電力Ｐｒｅｇを第１モータジェネレータＭＧ１の非効率制御により熱として消費でき
るよう、昇圧前最大相電流Ｉｍａｘの交点Ｐ１を等トルクライン上で昇圧後最大相電流Ｉ
´ｍａｘの交点Ｐ２（＝Ｐ４）までさらなる強め界磁方向（正のｄ軸電流の値をさらに大
きくする方向）に変更する。ここで、交点Ｐ２から点Ｐ４までの要求電力分Ｒａ（Ｉｒｅ
ｑ2－Ｉ´ｍａｘ2）を電動サーボブレーキ分担電力１とし、電動サーボブレーキＥＳＢで
消費させる。この結果、第２モータジェネレータＭＧ２の回生制動力に対し、電動サーボ
ブレーキＥＳＢによる制動力が加算される。
【０１０５】
　次に、ステップＳ１７にて、電圧制限楕円を拡大した電動機非効率運転を行う際、又は
行った結果として、第１モータジェネレータＭＧ１の制限温度に達しているか否かを熱害
条件として処理判断する。
【０１０６】
　図１１は、ステップＳ１７の詳細フローチャートである。
【０１０７】
　ステップＳ１７ａにて第１モータジェネレータＭＧ１の電機子コイルに具備されたサー
ミスタ等の温度センサ３８（図２）により電動機コイル温度Ｔｃｏｉｌを取得する。
【０１０８】
　さらに、ステップＳ１７ｂにて第１モータジェネレータＭＧ１を冷却するオイルの温度
である冷却媒体温度Ｔａｔｆを温度センサ４０から取得する。
【０１０９】
　次いで、ステップＳ１７ｃにて、電動機コイル温度Ｔｃｏｉｌが管理温度である閾値温
度Ｔｈ１より小さく（Ｔｃｏｉｌ＜Ｔｔｈ１）、且つ冷却媒体温度Ｔａｔｆが管理温度で
ある閾値温度Ｔｈ２より小さいか（Ｔａｔｆ＜Ｔｈ２）否かを判断する。
【０１１０】
　ステップＳ１７ｃの判断が肯定的（Ｔｃｏｉｌ＜Ｔｈ１、且つＴａｔｆ＜Ｔｈ２）であ
る（ステップＳ１７ｃ：ＹＥＳ）場合には、第１モータジェネレータＭＧ１は熱害にさら
されないものと判断し、ステップＳ１７ｄにて、熱害フラグＦｈｅａｔをリセット（Ｆｈ
ｅａｔ←０）してステップＳ１にもどる。
【０１１１】
　その一方、ステップＳ１７ｃでの温度の判断中、少なくとも一方の温度の判断が否定的
になって、ステップＳ１７ｃの判断が否定的となった（ステップＳ１７ｃ：ＮＯ）場合に
は、第１モータジェネレータＭＧ１を熱害から守る必要があるので、まず、ステップＳ１
７ｅにて、熱害フラグＦｈｅａｔをセット（Ｆｈｅａｔ←１）する。
【０１１２】
　次いで、ステップＳ１７ｆにて、電圧制限楕円に係る熱害条件Ｖｏｍの条件変更を行い
、ステップＳ１８にて、さらに、電動サーボブレーキＥＳＢの総分担電力を算出する。
【０１１３】
　図１３を参照してステップＳ１７ｆ及びステップＳ１８の処理を説明する。
【０１１４】
　Ｆｈｅａｔ＝１である熱害条件が成立した場合、次の（５´´）式に示すように、Ｖ´
ｏｍをＶheatｏｍまで戻して、すなわち、Ｖ２電圧を低下させて、電動機非効率領域を、
高温時においても運転可能な電圧制限楕円まで縮小する。この場合、電動機軸端要求トル
ク特性上の等トルクラインをトレースしながら相電流Ｉｍａｘを交点Ｐ５まで小さくする
。
【０１１５】
　（ＬｄＩｄ＋ψａ）2＋（ＬｑＩｑ）2≦（Ｖheatｏｍ／ω）2　…（５´´）
【０１１６】
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　この場合、ステップＳ１８にて電動サーボブレーキＥＳＢの総分担電力Ｐｅｓｂａｌｌ
を算出する。
【０１１７】
　図１２は、ステップＳ１８の詳細フローチャートである。
【０１１８】
　ステップＳ１８ａにて、熱害フラグＦｈｅａｔがＦｈｅａｔ＝１であるか否（Ｆｈｅａ
ｔ＝０）かをステップＳ１７ｃで説明した内容で再判断し、熱害フラグＦｈｅａｔがＦｈ
ｅａｔ＝０であるときには、熱害条件がクリアされたので、相電流Ｉheatｍａｘを等トル
クライン上で相電流Ｉａを相電流Ｉ´ｍａｘまで戻し、動作点（交点）Ｐ５を動作点（交
点）Ｐ３にする。これにより、ステップＳ１８ｂに示すように、電動サーボブレーキＥＳ
Ｂの総分担電力Ｐｅｓｂａｌｌ（電動サーボフレーキ分担電力ＡＬＬという。）を、ステ
ップＳ７ｆで算出した電動サーボブレーキＥＳＢの分担電力１までもどすことができる。
【０１１９】
　その一方、ステップＳ１８ａの判断にて、熱害フラグＦｈｅａｔがＦｈｅａｔ＝１であ
るときには、熱害条件がクリアされていないので、相電流Ｉheatｍａｘの動作点（交点）
Ｐ５にて、電動サーボブレーキＥＳＢの総分担電力Ｐｅｓｂａｌｌを、動作点（交点）Ｐ
３から動作点（交点）Ｐ４間の分であるステップＳ７ｆで算出した電動サーボブレーキ分
担電力１＝Ｒａ（Ｉｒｅｑｍａｘ2－Ｉ´ｍａｘ2）と、動作点（交点）Ｐ３から動作点（
交点）Ｐ５までの電動サーボブレーキ分担電力＝Ｒａ（Ｉ´ｍａｘ2－Ｉheatｍａｘ2）と
の合成電力を電動サーボブレーキＥＳＢで分担し消費させる。
　このようにして、第１モータジェネレータＭＧ１を熱害から守ることができる。
　なお、上述したステップ１７では、熱害条件が成立した場合に電圧制限楕円を縮小する
ことで、電動機の運転点をＰ３からＰ５まで移行させたが、電圧制限楕円は縮小させずに
、すなわち、Ｖ２電圧（昇圧電圧）を低下させずに、電動機の運転点をＰ３からＰ５まで
移行させることも可能である。
【０１２０】
［実施形態のまとめ及び変形例］
　この実施形態に係る車両１０は、蓄電装置としての高圧バッテリＢＡＴｈと、直流と交
流の両方向に変換可能な駆動装置としての第１及び第２インバータＩＮＶ１、ＩＮＶ２と
、前記駆動装置としての第１及び第２インバータＩＮＶ１、ＩＮＶ２の交流側に接続され
るとともに、出力軸が負荷（第１インバータＩＮＶ１の負荷としてのエンジンＥＮＧ及び
／又は第２インバータＩＮＶの負荷としての車輪Ｗ）に接続される回転電機としての第１
モータジェネレータＭＧ１及び／又は第２モータジェネレータＭＧ２）と、低圧側（Ｖ１
電圧側）が高圧バッテリＢＡＴｈに接続され高圧（Ｖ２電圧）側が第１及び第２インバー
タＩＮＶ１、ＩＮＶ２の直流側に接続され、高圧バッテリＢＡＴｈのＶ１電圧を昇圧して
Ｖ２電圧とし、該昇圧電圧であるＶ２電圧を、前記第１及び第２インバータＩＮＶ１、Ｉ
ＮＶ２を通じてそれぞれ第１及び第２モータジェネレータＭＧ１、ＭＧ２に印加する電圧
変換器としてのＶＣＵ１２と、前記第１及び第２インバータＩＮＶ１、ＩＮＶ２、前記第
１及び第２モータジェネレータＭＧ１、ＭＧ２及び前記ＶＣＵ１２を制御する制御装置１
４と、を備える。
【０１２１】
　上述した図１３は、全体動作の説明に供されるＩｄ－Ｉｑ平面図である。
　制御装置１４は、該車両１０で余分な電力が発生した場合、例えば、第２モータジェネ
レータＭＧ２の回生電力Ｐｒｅｇの一部又は全部が余剰になって補機１６での消費を行っ
ても、さらに残容量ＳＯＣが１００［％］の高圧バッテリＢＡＴｈへの充電ができない場
合、ＶＣＵ１２による前記昇圧電圧であるＶ２電圧（制限電圧Ｖｏｍ）を、第１モータジ
ェネレータＭＧ１が所定の駆動力を発生させるための最も小さな電流値（図１３の「従来
効率制御」での動作点Ｐ０での電流値）とは異なる電流値｛図１３中、動作点Ｐ０におけ
るｄ軸電流値（ｄ軸閾値電流値という。）Ｉｄ０より大きな電流値（Ｉｄ＞Ｉｄ０）｝と
なるように昇圧（例えば、制限電圧Ｖ´ｏｍ、図１３中、交点Ｐ３）することで第１モー
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タジェネレータＭＧ１の運転範囲を拡大する。
【０１２２】
　そして、拡大した前記運転範囲で該第１モータジェネレータＭＧ１を駆動することで、
前記余分な電力、例として第２モータジェネレータＭＧ２の回生電力Ｐｒｅｇの一部又は
全部を第１モータジェネレータＭＧ１により消費させることができる。
【０１２３】
　この消費中に、第１モータジェネレータＭＧ１の温度、ここでは、銅損で温度上昇する
コイル温度Ｔｃｏｉｌ又は第１インバータＩＮＶ１の温度Ｔｉ１あるいは冷却媒体の温度
Ｔａｔｆがそれぞれに対応して予め定められている閾値温度Ｔｔｈを上回ったとき、前記
昇圧電圧であるＶ２電圧を小さくして第１モータジェネレータＭＧ１の運転範囲を縮小し
、第１モータジェネレータＭＧ１が消費する電力を小さくする｛例えば、制限電圧Ｖheat

ｏｍ、図１３中、動作点（交点）Ｐ５｝。
【０１２４】
　このように制御することで、車両１０内で発生し、補機１６や高圧バッテリＢＡＴｈで
消費乃至充電できない余分な電力を消費することができ、第１モータジェネレータＭＧ１
又は第１インバータＩＮＶ１の過熱を防止することができる。
【０１２５】
　なお、Ｖ２電圧を昇圧することで第１モータジェネレータＭＧ１の運転範囲を拡大する
際には、等トルクライン上でｄ軸電流Ｉｄを大きくし、前記昇圧電圧であるＶ２電圧を小
さくする際には、前記等トルクライン上でｄ軸電流Ｉｄを小さくするようにしたので、第
１モータジェネレータＭＧ１の軸端トルク（出力軸に生じるトルク）を一定に保持しなが
ら、第１モータジェネレータＭＧ１での消費電力を可変することができる。
【０１２６】
　特に、ｄ軸電流Ｉｄが正値となる強め界磁制御（非効率制御）の場合には、第１モータ
ジェネレータＭＧ１の温度上昇に伴う永久磁石の減磁を防止することができるという派生
的な効果も達成される。つまり、強め界磁制御（非効率制御）であるので永久磁石が高温
となっても、永久磁石に反磁界を与えることがなく、着磁する方向の磁界を与えるため、
磁石減磁の耐性が向上する。
【０１２７】
　その上、強め界磁制御（非効率制御）であるので、図示しないロータの永久磁石とステ
ータの電機子との吸引力（磁気拘束力）が高まる結果、ロータの回転方向及びロータの軸
方向の磁気拘束力が高まり、第１モータジェネレータＭＧ１のＮＶ特性が向上するという
派生的な効果も奏される。
【０１２８】
　この場合において、自車両１０が発生する余分な電力が制動用の回生電力Ｐｒｅｇであ
る場合に、回生電力Ｐｒｅｇによる制動力を第１モータジェネレータＭＧ１の力行による
電力消費で担保し、それでも足りない分を機械ブレーキ、この実施形態では、電動サーボ
ブレーキＥＳＢで補うようにしているので、制動力は確保される。また、等トルクライン
上で制御しているので、車両挙動の変化が抑制される。
【０１２９】
　車両１０は、ハイブリッド車両であり、この実施形態によれば、機械ブレーキの介入を
最小限に抑制することができ、機械ブレーキの摩擦材を長期間使用できるようになる。使
用期間が通常と同じでよいならば、機械ブレーキの摩擦材を小さくすることができる。
【０１３０】
　図１４を参照して、この実施形態の作用を分かり易く説明する。
　高圧バッテリＢＡＴｈの充電が可能である場合、車輪Ｗへの制動力は、第２モータジェ
ネレータＭＧ２の回生電力及び電動サーボブレーキＥＳＢの熱発生（電動サーボブレーキ
分担電力１）により担保され、回生電力は高圧バッテリＢＡＴｈに充電される。エンジン
ＥＮＧにより回転される第１モータジェネレータＭＧ１の発電電力も高圧バッテリＢＡＴ
ｈに充電される（図１４中、最上段の図）。
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　高圧バッテリＢＡＴｈの充電が制約されるとき（高圧バッテリＢＡＴｈが満充電）、第
１モータジェネレータＭＧ１等の非熱害時には、第２モータジェネレータＭＧ２の回生電
力Ｐｒｅｇにより、第１モータジェネレータＭＧ１を非効率領域の等トルクライン上で力
行運転することでエンジンＥＮＧを空回しするとともに、回生電力Ｐｒｅｇを第１モータ
ジェネレータＭＧ１の非効率領域で熱に変換する（図１３の交点Ｐ２＝Ｐ３）。この場合
、電動サーボブレーキＥＳＢの熱発生は変化しない（図１４中、中段の図）。
【０１３２】
　その一方、高圧バッテリＢＡＴｈの充電が制約されるとき（高圧バッテリＢＡＴｈが満
充電）であって、第１モータジェネレータＭＧ１等の熱害時には、上記実施形態で説明し
たように、回生電力Ｐｒｅｇにより、第１モータジェネレータＭＧ１を非効率領域の等ト
ルクライン上で力行運転することでエンジンＥＮＧを空回しするとともに、回生電力Ｐｒ
ｅｇを第１モータジェネレータＭＧ１の非効率領域で熱に変換するが、ハッチング領域で
示すように非効率領域での消費電力を減少させる（図１３の交点Ｐ５）。その分、電動サ
ーボブレーキＥＳＢの分担分を大きくするので、電動サーボブレーキＥＳＢでの熱発生は
大きくなる（図１４中、下段の図）。
【０１３３】
　このように上記した実施形態によれば、第２モータジェネレータＭＧ２又は第２インバ
ータＩＮＶ２を構成する要素（コンポーネント）の温度が管理温度以上になったと判断さ
れた場合には、ＶＣＵ１２の昇圧電圧であるＶ２電圧を下げ、モータジェネレータＭＧ２
の非効率領域の運転領域上限を小さくするようにしている。
【０１３４】
　このように構成することで、新規なデバイスを追加することなく（構成の変更なく）、
制御の変更のみで（コストの増加なく）、過昇温による第２モータジェネレータＭＧ２及
び第２インバータＩＮＶ２の故障を未然に防止することができる。しかも車両１０の挙動
に与える影響を抑制することができる。
【０１３５】
［変形例］
　図１５は、変形例の車両１０Ａの概略構成を示すブロック図である。
【０１３６】
　この変形例の車両１０Ａは、いわゆる電気自動車である。この車両１０Ａにおいて、例
えば、長い下り坂を走行中（降坂中）に、第２モータジェネレータＭＧ２の回生電力Ｐｒ
ｅｇが、余剰となり余分な電力が発生した場合に、図５に示した回生側（Ｉｄ＞０、Ｉｑ
＜０）の等トルクライン（回生）上の非効率領域（Ｉｄ＞Ｉｄ０、特にＩｄ＞０）で第２
モータジェネレータＭＧ２を動作させることで、実施形態で説明したのと同様に、前記余
分な電力を消費させることができる。
　なお、回生側においてもＶ２電圧を昇圧し、拡大した運転範囲で第２モータジェネレー
タＭＧ２の回生時の非効率制御を行ってもよい。
【０１３７】
　なお、この発明は、上述の実施形態に限らず、この明細書の記載内容に基づき、種々の
構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【０１３８】
１０、１０Ａ…車両（自車両）　　　１１…駆動システム
１２…ＶＣＵ　　　　　　　　　　　１４…制御装置
ＥＮＧ…エンジン　　　　　　　　　ＥＳＢ…電動サーボブレーキ
ＩＮＶ１…第１インバータ　　　　　ＩＮＶ２…第２インバータ
ＭＧ１…第１モータジェネレータ　　ＭＧ２…第２モータジェネレータ



(18) JP 6315622 B2 2018.4.25

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 6315622 B2 2018.4.25

【図５】 【図６】
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(20) JP 6315622 B2 2018.4.25

【図９】 【図１０】
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